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(57)【要約】
【課題】リテーナからの試料チップの取り出しを支援す
る。
【解決手段】試料チップ作業台１０に形成されたリテー
ナ保持部１４にリテーナが配置される。ボタン３２の操
作により、取り出し支援機構３４が動作する。すなわち
、突き上げピン２８，３０が上昇運動する。これにより
、リテーナに収容された試料チップの姿勢が水平姿勢か
ら傾斜姿勢へ変化する。リテーナには突き上げピン２８
，３０を通過させる複数の開口が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顕微鏡観察用の試料チップを収容するチップ収容部を備えたリテーナが載置される載置
面と、
　前記チップ収容部からの前記試料チップの取り出しの際に、前記試料チップの姿勢を変
化させる取り出し支援機構と、
　を含むことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項２】
　請求項１記載の試料チップ作業台において、
　前記取り出し支援機構は前記試料チップの姿勢を水平姿勢から傾斜姿勢へ変化させる、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項３】
　請求項２記載の試料チップ作業台において、
　前記試料チップは、試料を保持した部分と、当該部分の周囲に設けられたフレームと、
を有し、
　前記取り出し支援機構は、前記フレームを押し上げることにより前記傾斜姿勢を生じさ
せる、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項４】
　請求項３記載の試料チップ作業台において、
　前記取り出し支援機構は、前記チップ収容部の底面から突出して前記フレームにおける
２つの角部分を突き上げる一対の突き上げピンを有する、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項５】
　請求項２記載の試料チップ作業台において、
　前記取り出し支援機構は、
　使用者によって操作される操作部材と、
　前記操作部材に与えられた操作力によって上昇運動を行い、これにより前記試料チップ
を押し上げて前記傾斜姿勢を生じさせる押し上げ部材と、
　を含むことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項６】
　請求項２記載の試料チップ作業台において、
　前記リテーナは、複数の試料チップを収容する複数のチップ収容部を備え、
　前記取り出し支援機構は、前記複数のチップ収容部に設けられた複数の押し上げ部材を
有し、
　前記複数の押し上げ部材により前記複数の試料チップの姿勢が前記水平姿勢から前記傾
斜姿勢へ変化し、
　前記複数の押し上げ部材は互いに独立して動作する、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項７】
　請求項６記載の試料チップ作業台において、
　前記複数の押し上げ部材を連動させる部材を含む、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項８】
　請求項１記載の試料チップ作業台において、
　前記載置面上に載置されたリテーナの浮上運動を規制する部材を含む、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項９】
　請求項１記載の試料チップ作業台において、
　前記リテーナはリテーナ本体とカバーとを含み、
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　前記載置面に載置されたリテーナ本体への試料チップの搭載後に、前記リテーナ本体が
前記カバーによって覆われ、これにより前記試料チップが前記リテーナ本体と前記カバー
との間に挟み込まれ、
　前記取り出し支援機構は、前記リテーナ本体が前記カバーによって覆われていない状況
において、前記試料チップの姿勢を変化させる、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項１０】
　請求項９記載の試料チップ作業台において、
　前記載置面に隣接してカバー載置面が設けられ、
　前記カバー載置面上から前記リテーナ本体上へ前記カバーをスライドさせることにより
、前記試料チップの挟み込み状態が形成される、
　ことを特徴とする試料チップ作業台。
【請求項１１】
　作業チップ作業台に載置され得るリテーナであって、
　試料チップを収容するチップ収容部と、
　前記チップ収容部に形成され、前記試料チップを押し上げてその姿勢を変化させる押し
上げ部材を通過させる開口部と、
　を含むこと特徴とするリテーナ。
【請求項１２】
　請求項１１記載のリテーナにおいて、
　前記試料チップは試料を保持した部分とその周囲に設けられたフレームとを有し、
　前記押し上げ部材は前記フレームにおける２つの角部分を突き上げる２つの突き上げピ
ンを有し、
　前記開口部は前記２つの角部分に対応する２つの開口を有し、
　前記２つの突き上げピンが前記２つの開口を介して上方へ運動する、
　ことを特徴とするリテーナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料チップ作業台及びリテーナに関し、特に、リテーナからの試料チップの
取り出しを支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子顕微鏡や光学顕微鏡で試料を観察する場合、必要に応じて、試料チップが利用され
る。試料チップは、例えば、試料を支持するメンブレン及びそれを取り囲む基板により構
成される。典型的には、リテーナという保持器に試料チップが配置された上で、そのリテ
ーナが電子顕微鏡の試料室内に配置され、あるいは、光学顕微鏡の試料ステージ上に配置
される。リテーナには、通常、凹部又は角溝としてのチップ収容部が形成されており、そ
のチップ収容部の中に試料チップが落とし込まれる。その配置に当たっては、必要に応じ
て、ピンセット等の工具が利用される。
【０００３】
　特許文献１には、グリッド交換作業を支援する器具が開示されている。リテーナに相当
する試料ホルダからグリッドを取り外す際に、器具の先端に設けられた突起によりグリッ
ド全体が下方から押し上げられ、試料ホルダからグリッドが水平姿勢で浮上した状態が形
成されている。その器具は試料ホルダを載置又は保持するものではなく、すなわち、その
器具は試料ホルダからの試料の取り出し作業を支援する作業台ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－４１７１１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　リテーナのチップ収容部に試料チップが収容されている状況において、試料チップをピ
ンセット等の工具で掴むことは容易ではない。工具による試料チップの掴みが不完全な場
合、工具からの試料チップの落下のおそれが生じる。試料チップの落下は、試料の損傷や
汚染をもたらすものである。工具による試料チップの掴み位置が不適切な場合、試料チッ
プの損傷や試料自体の損傷のおそれが生じる。そのような問題が生じないとしても、リテ
ーナから試料チップを取り出す作業を容易化することが望まれる。
【０００６】
　本発明の目的は、リテーナからの試料チップの取り出しを支援することにある。あるい
は、本発明の目的は、試料チップの取り出しを支援できる作業台及びその作業台に適合す
るリテーナを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示に係る試料チップ作業台は、顕微鏡観察用試料チップを収容するチップ収容部を
備えたリテーナが載置される載置面と、前記チップ収容部からの前記試料チップの取り出
しの際に、前記試料チップの姿勢を変化させる取り出し支援機構と、を含む。
【０００８】
　上記構成によれば、チップ作業台に設けられている取り出し支援機構を動作させること
により、試料チップの姿勢を変化させて、その状態で、試料チップを取り出せる。これに
より取り出し作業が容易となる。
【０００９】
　試料チップは、電子顕微鏡、光学顕微鏡等によって観察される試料を備えたものである
。チップ収容部は、通常、凹部又は角溝として構成され、試料チップを水平姿勢で保持す
るものである。リテーナは、試料チップを保持する器具である。例えば、リテーナそれ自
体が透過型電子顕微鏡の試料室内に配置され、あるいは、リテーナそれ自体が光学顕微鏡
の試料ステージ上に配置される。取り出し支援機構は、ユーザーが生じさせた操作力、又
は、アクチュエータ等によって生成された操作力によって動作し、試料チップの取り出し
を容易化するために、試料チップの姿勢を変化させる。
【００１０】
　試料チップの姿勢の変化により、試料チップの下側に隙間が生じるならば、その隙間に
ピンセット等の工具を差し込むことが可能となる。姿勢変化後において、チップ収容部内
に試料チップの少なくとも一部が収容され続け、試料チップが水平方向に自由に運動し得
ない状態が維持されるならば、リテーナからの試料チップの不用意な脱落等を防止できる
。そのような状態において、試料チップの取り出しが行われる。
【００１１】
　実施形態において、前記取り出し支援機構は前記試料チップの姿勢を水平姿勢から傾斜
姿勢へ変化させる。試料チップの傾斜姿勢においては、その下側に楔形の隙間が生じる。
そこに工具を差し込むことが可能となる。例えば、傾斜姿勢にある試料チップが斜め方向
から差し込まれたピンセットにより捕獲される。
【００１２】
　実施形態において、前記試料チップは、試料を保持した部分と、当該部分の周囲に設け
られたフレームと、を有し、前記取り出し支援機構は、前記フレームを押し上げることに
より前記傾斜姿勢を生じさせる。この構成は、硬質のフレームに力学的作用を及ぼすこと
により、試料又はそれを保持した部分（例えば膜）の保護を図るものである。フレームの
直下において突出運動する部材（例えばピン）によりフレームが押し上げられてもよいし
、フレームの下側へ水平方向から差し込まれた部材（例えば爪部材）を上昇運動させるこ
とによりフレームが押し上げられてもよい。
【００１３】
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　実施形態において、前記取り出し支援機構は、前記チップ収容部の底面から突出して前
記フレームにおける２つの角部分を突き上げる一対の突き上げピンを有する。フレームに
おける２つの角部分は通常、構造的に強い部分であり、そのような部分に対して突き上げ
力を及ぼすものである。一対の突き上げピンを連動して動作させるのが望ましい。なお、
フレームにおける特定の辺縁部の中央部を単一のピンで押し上げる変形例や、フレームに
おける特定の辺縁部を板状の部材で押し上げる変形例も考えられる。
【００１４】
　実施形態において、前記取り出し支援機構は、使用者によって操作される操作部材と、
前記操作部材に与えられた操作力によって上昇運動を行い、これにより前記試料チップを
押し上げて前記傾斜姿勢を生じさせる押し上げ部材と、を含む。この構成によれば、試料
チップ作業台にアクチュエータ等の部品を設ける必要がないので、試料チップ作業台の構
成を簡易化できる。また、試料チップの姿勢変化を確認しながら、試料チップの姿勢を変
化させる操作を行うことが可能となる。
【００１５】
　実施形態において、前記リテーナは、複数の試料チップを収容する複数のチップ収容部
を備え、前記取り出し支援機構は、前記複数のチップ収容部に設けられた複数の押し上げ
部材を有し、前記複数の押し上げ部材により前記複数の試料チップの姿勢が前記水平姿勢
から前記傾斜姿勢へ変化し、前記複数の押し上げ部材は互いに独立して動作する。この構
成によれば、電子顕微鏡の試料室内に複数の試料チップを同時に配置でき、あるいは、光
学顕微鏡の試料ステージに複数の試料チップを同時に配置できる。上記構成によれば、例
えば、複数の押し上げ部材を順次動作させて、複数の試料チップを順番に交換できる。
【００１６】
　実施形態に係る試料チップ作業台は、前記複数の押し上げ部材を連動させる部材を含む
。この構成によれば、複数の試料チップの姿勢を同時に変化させることが可能となる。実
施形態に係る試料チップ作業台は、前記載置面上に載置されたリテーナの浮上運動を規制
する部材を含む。この構成によれば、仮に突き上げ力がリテーナに及んでも、その浮上を
防止できる。
【００１７】
　実施形態において、前記リテーナはリテーナ本体とカバーとを含み、前記載置面に載置
されたリテーナ本体への試料チップの搭載後に、前記リテーナ本体が前記カバーによって
覆われ、これにより前記試料チップが前記リテーナ本体と前記カバーとの間に挟み込まれ
、前記取り出し支援機構は、前記リテーナ本体が前記カバーによって覆われていない状況
において、前記試料チップの姿勢を変化させる。
【００１８】
　実施形態において、前記載置面に隣接してカバー載置面が設けられ、前記カバー載置面
上から前記リテーナ本体上へ前記カバーをスライドさせることにより、前記試料チップの
挟み込み状態が形成される。カバーを開閉運動させる方式として、軸回り回転方式及びス
ライド方式が考えられるところ、上記構成は後者の方式を採用したものである。回転方式
とスライド方式とが組み合わされてもよい。なお、取り出し支援機構とは切り離して、ス
ライド方式を採用してもよい。スライド方式はリテーナそれ自体における構造的特徴とも
いえる。
【００１９】
　本開示に係るリテーナは、作業チップ作業台に載置され得るリテーナであって、試料チ
ップを収容するチップ収容部と、前記チップ収容部に形成され、前記試料チップを押し上
げてその姿勢を変化させる押し上げ部材を通過させる開口部と、を含む。この構成によれ
ば、押し上げ部材の運動を許容するリテーナを提供できる。
【００２０】
　実施形態において、前記試料チップは試料を保持した部分とその周囲に設けられたフレ
ームとを有し、前記押し上げ部材は前記フレームにおける２つの角部分を突き上げる２つ
の突き上げピンを有し、前記開口部は前記２つの角部分に対応する２つの開口を有し、前
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記２つの突き上げピンが前記２つの開口を介して上方へ運動する。通常、フレームにおけ
る各角部分は、一般に、構造的に強い部分である。２つの角部分に突き上げ力を及ぼせば
、試料やそれを支持している部分を保護できる。
【００２１】
　実施形態には、試料チップ作業台を利用した新規の試料チップ取り出し方法が含まれる
。その方法には、顕微鏡観察後に試料チップを備えたリテーナを試料チップ作業台に置く
工程と、前記試料チップ作業台が有する取り出し支援機構を動作させて前記試料チップの
傾斜姿勢を生じさせる工程と、前記傾斜状態にある試料チップを取り外す工程と、が含ま
れる。
【発明の効果】
【００２２】
　本開示によれば、リテーナからの試料チップの取り出しを支援できる。あるいは、本開
示によれば、試料チップの取り出しを支援できる作業台及びその作業台に適合するリテー
ナを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態に係る試料チップ作業台の斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る試料チップ作業台の上面図である。
【図３】第１実施形態に係る試料チップ作業台の断面図である。
【図４】第１実施形態に係る試料チップ作業台及びリテーナの斜視図である。
【図５】第１実施形態に係る試料チップ作業台及びリテーナの上面図である。
【図６】第１実施形態における試料チップ収容前の状態を示す上面図である。
【図７】第１実施形態における試料チップ収容後の状態を示す上面図である。
【図８】水平姿勢を示す模式図である。
【図９】傾斜姿勢を示す模式図である。
【図１０】第２実施形態に係る試料チップ作業台の斜視図である。
【図１１】第２実施形態に係る試料チップ作業台の上面図である。
【図１２】第２実施形態に係る試料チップ作業台の断面図である。
【図１３】第２実施形態に係るリテーナの斜視図である。
【図１４】第２実施形態に係るリテーナの上面図である。
【図１５】第２実施形態に係るリテーナの断面図である。
【図１６】第２実施形態に係るリテーナの底面図である。
【図１７】リテーナ本体を配置した状態を示す図である。
【図１８】複数の試料チップを配置した状態を示す図である。
【図１９】カバーを配置した状態を示す図である。
【図２０】カバーをスライドさせた状態を示す図である。
【図２１】スライドが完了した状態を示す図である。
【図２２】カバーを取り出した状態を示す図である。
【図２３】複数の試料チップの一括押し上げを示す図である。
【図２４】押し上げピンの作用を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２５】
　図１～図９には第１実施形態に係る試料チップ作業台が示されている。試料チップ作業
台は、リテーナに対して試料チップを搭載し、及び、リテーナから試料チップを取り外す
際に利用される台座である。試料チップ作業台を試料チップ交換台と称してもよい。リテ
ーナ及び試料チップについては後に詳述する。
【００２６】
　図１において、試料チップ作業台１０は、ブロック状の本体１２を有している。本体１
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２は、アルミニウム等の金属により構成される。それが樹脂によって構成されてもよい。
本体１２の上部には、窪み状のリテーナ保持部１４が形成されてもいる。リテーナ保持部
１４は、ｘ方向に離れた２つの溝１８Ａ，１８Ｂと、それらの間に形成された凹部１６と
、を有する。２つの溝１８Ａ，１８Ｂの底面が載置面２０Ａ，２０Ｂである。載置面２０
Ａ，２０Ｂ上にリテーナが載置される。これにより、リテーナ保持部１４によってリテー
ナが保持された状態が形成される。載置面２０Ｂには、位置決めピン２２が設けられてい
る。位置決めピン２２は、リテーナ保持の際にリテーナ本体に形成された位置決め孔に挿
入される。
【００２７】
　本体１２の上面１２Ａは平坦面であり、そこにはロック板２４が設けられている。具体
的には、ねじ２６によりロック板２４が旋回可能に保持されている。ロック板２４が旋回
し、それが部分的に溝１８Ｂ上に出て、その長手方向が上方から見てｙ方向に平行となっ
た場合、リテーナ保持部１４に保持されたリテーナの上面がロック板２４の下面に接し、
リテーナの浮上運動が規制される。つまり、リテーナが完全に拘束されて、それが試料チ
ップ作業台１０から外れないロック状態が形成される。
【００２８】
　リテーナ保持部１４は、位置決めピン２２及びロック板２４と相俟って、リテーナの水
平運動を規制する。それらによりリテーナが試料チップ作業台１０と事実上一体化される
。その状態で、試料チップの交換が行われる。
【００２９】
　凹部１６は、２つの溝１８Ａ，１８Ｂよりも、ｚ方向及びｙ方向に広がっている。リテ
ーナ保持状態において、リテーナの裏面と凹部１６の底面１６Ａとの間に隙間が生じ、ま
た、リテーナの２つの長手側辺と凹部１６の２つの側壁（ｙ方向に直交する２つの側壁）
との間に隙間が生じる。前者の隙間により、試料チップが凹部１６の底面１６Ａに接触す
ることが防止される。後者の隙間は指先や工具を差し込む空間として機能する。
【００３０】
　底面１６Ａには、２つの開口が形成されており、それらの開口を介して２つの突き上げ
ピン２８，３０が浮上運動する。２つの突き上げピン２８，３０は、押し上げ部材として
機能し、取り出し支援機構３４の要部を構成するものである。２つの突き上げピン２８，
３０は、試料チップの取り出し時に試料チップの姿勢を水平姿勢から傾斜姿勢へ変化させ
る押し上げ作用又は突き上げ作用を発揮する。
【００３１】
　取り出し支援機構３４は、ユーザーによって押し込み操作されるボタン３２を有してい
る。本体１２の内部には空洞が形成され、その中に取り出し支援機構３４が埋設されてい
る。空洞はカバー３６によって覆われている。ボタン３２を操作すると、後に詳述するよ
うに、２つの突き上げピン２８，３０が連動して上方へ運動し、試料チップの２つの角部
分を上方へ突き上げる。これにより、試料チップの傾斜姿勢が形成される。
【００３２】
　なお、ｘ方向は第１水平方向であり、ｙ方向は第２水平方向であり、ｚ方向は垂直方向
ある。それらの３つの方向は互いに直交している。
【００３３】
　図２には、試料チップ作業台の上面が示されている。既に説明したように、凹部の底面
１６Ａに、２つの開口３８Ａ，３８Ｂが形成されており、それらを通じて、２つの突き上
げピン２８，３０が上方へ運動する。それらの運動はボタンの押し込み操作４０によって
生じる。なお、ボタンを操作していない自然状態において、２つの突き上げピン２８，３
０は、２つの開口３８Ａ，３８Ｂよりも下方に位置しており、つまり引っ込んだ状態にあ
る。
【００３４】
　図３には、試料チップ作業台の断面が示されている。取り出し支援機構３４は、ｙ方向
に運動する操作部材４２と、ｚ方向に運動するブロック４４と、ブロック４４に設けられ
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た２つの突き上げピン２８，３０と、により構成される。操作部材４２の端部がボタン３
２として機能している。操作部材４２のもう一方の端部には斜面４２Ａが形成されている
。ブロック４４には斜面４４Ａが形成されている。斜面４２Ａと斜面４４Ａは互いに当た
っており、操作部材４２が図３においてｙ方向に前進すると、ブロック４４に対して上方
への運動力が生じる。すなわち、２つの斜面４２Ａ，４４Ａの当たり関係によって、水平
運動力が垂直運動力に転換されている。リンクやカム等を利用して運動方向が転換されて
もよい。
【００３５】
　操作部材４２に対してはバネ４５からの後退運動力が与えられている。自然状態では操
作部材４２は後退端にあり、その状態では、２つの突き上げピン２８，３０が最下位レベ
ルに位置する。操作部材４２が前進運動すると、２つの突き上げピン２８，３０が上昇運
動する。例えば、試料チップの一部（傾斜姿勢における上辺部分）が凹部の上面開口レベ
ルに揃うかそれよりも高い位置になるように、２つの突き上げピン２８，３０のストロー
ク量が設定されている。カバー３６はＬ字の形態を有しており、その一方端がねじ４６で
本体に対して固定されており、その他方端がねじ４８で本体に対して固定されている。
【００３６】
　図４には、リテーナを保持した試料チップ作業台が示されている。リテーナ５０はリテ
ーナ保持部１４内に配置されており、それによって保持されている。リテーナ５０は、リ
テーナ本体５２及びカバー５４によって構成される。カバー５４は、リテーナ本体５２に
設けられた回転軸を中心として回転運動するものである。
【００３７】
　リテーナ本体５０及びカバー５４は、銅、リン青銅、ベリリウム銅等の金属により構成
される。電子顕微鏡への配置の観点から、電子線へ影響を与えない材料でリテーナ５０を
構成するのが望ましい。リテーナ本体５２は試料チップを収容するチップ収容部５６を有
している。それは凹部又は角溝である。その底には観察用の開口が形成されている。カバ
ー５４はそれ全体として板バネ状の部材であり、それはチップ押さえ５８を有している。
チップ押さえ５８は、試料チップのフレームを抑え込む２つの押さえ片を有している。
【００３８】
　図５には、リテーナ及びチップ作業台の上面が示されている。リテーナ５０においてカ
バーは閉状態にある。上記のように、本体１２にはリテーナ保持部１４が形成されており
、リテーナ保持部１４によりリテーナ５０が保持される。
【００３９】
　図６には、リテーナ５０のカバー５４が開いた状態が示されている。ロック板２４によ
ってリテーナ本体５２の浮上運動が規制されている。リテーナ本体５２にはチップ収容部
５６が形成されており、その底面における４つの角部分に４つの開口６２が形成されてい
る。底面における中央部には観察用の開口６０が形成されている。４つの開口６２の内で
、図６において下側に示されている２つの開口６２を通じて、２つの突き上げピン２８，
３０が上下運動を行う。
【００４０】
　図７には、試料チップの配置状態が示されている。チップ収容部５６内に試料チップ６
４が落とし込まれており、試料チップ６４は水平姿勢を有している。試料チップ６４は以
下に説明するように、試料支持膜としてのメンブレンとそれを囲む基板としてのフレーム
とからなる。フレームにおける特定の２つの角部分６４ａ，６４ｂ（図７において下側の
２つの角部分）が２つの突き上げピン２８，３０によって下方から突き上げられる。これ
により、試料チップ６４の姿勢が水平姿勢から傾斜姿勢へ変化する。
【００４１】
　なお、試料チップ６４における特定の２つの角部分６４ａ，６４ｂに対応してチップ収
容部５６の底面に２つの開口が形成されている。それらの開口とは別に、試料チップ６４
における他の２つの角部分（図７において上側の２つの角部分）に対応して２つの開口が
形成されている。それらを除外してもよい。
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【００４２】
　図８には、チップ収容部５６に収容された試料チップ６４の水平姿勢が示されている。
図９には、試料チップ６４の傾斜姿勢が示されている。図８及び図９においては、試料チ
ップ６４の形態、特に厚みが誇張して表現されている。
【００４３】
　図８において、試料チップ６４は、メンブレン７０及びフレーム６６により構成される
。メンブレン７０は、観察対象である試料７２を支持する薄膜であり、それは例えばＳｉ
Ｎ膜である。メンブレン７０の裏面に薄い試料７２が貼付されている。試料７２を電子的
に又は光学的に観察するために、チップ収容部５６の底面には、メンブレン７０（及び試
料７２）を下側に露出させる開口６０が形成されている。メンブレン７０は電子線等を透
過させる材料及び厚みで形成される。
【００４４】
　例えば、試料チップ６４の一辺の長さは、例えば、５～１０ｍｍの範囲内にあり、メン
ブレン７０のサイズをＡｍｍ×Ｂｍｍと定義した場合、Ａは０．５～３ｍｍの範囲内にあ
り、Ｂは０．５～７ｍｍの範囲内にある。メンブレン７０の厚みは、２０ｎｍ～１２０ｎ
ｍの範囲内にある。本願明細書で挙げる数値はいずれも例示に過ぎないものであり、諸状
況に応じて変更し得る。
【００４５】
　フレーム６６は例えばＳｉ基板である。フレーム６６の開口内にメンブレン７０が設け
られている。その開口は電子線を通過させるものである。フレーム６６を構成する材料及
びメンブレン７０を構成する材料として、上記で挙げたもの以外を採用してもよい。
【００４６】
　チップ収容部の底面には上記のように４つの開口６２が形成されており、その内で特定
の２つの開口６２が突き上げピン２８，３０を挿通させるものとして機能する。試料チッ
プ作業台の凹部の底面には２つの開口３８Ａ，３８Ｂが形成されている。それらを通じて
、２つの突き上げピン２８，３０が上昇運動を行う。２つの突き上げピン２８，３０は、
リテーナ本体に形成された２つの開口３８Ａ，３８Ｂを通じて、試料チップ６４のフレー
ム６６に到達し、その姿勢を水平姿勢から傾斜姿勢へ変化させる。
【００４７】
　図９には、試料チップの傾斜姿勢が示されている。試料チップ６４における大半（特に
下部）はチップ収容部５６内に収容されており、そこからの脱落が防止されている。一方
、試料チップ６４における上辺部分（具体的にはフレーム下面における端部）はチップ収
容部５６の上面開口レベル又はそれ以上に達しており、その下側には楔状の隙間が生じて
いる。その隙間に対して工具等を差し込むことが可能である。例えば、試料チップ６４に
おける上辺部分がチップ収容部５６の上面開口レベルよりも更に上方に引き上げられても
よい。その場合、上辺部分とリテーナ本体の上面との間に隙間が生じるので、試料チップ
６４の取り出しをより容易化できる。
【００４８】
　傾斜姿勢においても、試料チップ６４の水平方向の運動はチップ収容部５６によって完
全に又はある程度規制されるので、リテーナからの試料チップ６４が不用意に脱落するこ
とはない。試料チップ６４の取り出し後、新たな試料チップをチップ収容部に配置する場
合には、２つの突き上げピンを機能させてもよいし、させなくてもよい。
【００４９】
　突き上げを行う部材として、単一の突き上げピンを利用してもよい。あるいは板状の部
材によって試料チップの特定の辺縁部が押し上げられてもよい。試料チップの下側へ水平
方向からレバーを差し込み、そのレバーを上昇させることにより、試料チップの傾斜姿勢
が形成されてもよい。試料チップ作業台にアクチュエータを設け、そこで生じた駆動力に
より、押し上げ部材を上昇運動させてもよい。実施形態においては、試料チップの前側が
持ち上げられていたので、試料チップに対してその手前側から工具を差し込み易いという
利点を得られる。
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【００５０】
　図１０～図２４には、第２実施形態に係る試料チップ作業台が示されている。図１０に
おいて、試料チップ作業台８０は、ブロック状の本体８２を有する。本体８２はアルミニ
ウム等の金属により構成される。それが樹脂によって構成されてもよい。本体８２の上部
には、リテーナ保持部８４が形成されている。リテーナ保持部８４は、溝状の形態を有し
、その底面がリテーナ本体載置面８４Ａである。リテーナ本体載置面８４Ａに隣接してそ
れと平行に、カバー載置面８８が形成されている。それも溝状の形態を有する。リテーナ
本体載置面８４Ａには位置決めピン９４が設けられている。リテーナ本体載置面８４Ａ上
にリテーナ本体を載せた際に、位置決めピン９４がリテーナ本体に形成された位置決め孔
に差し込まれる。
【００５１】
　本体８２には、リテーナ保持部８４に連絡している複数の凹部９０Ａ，９０Ｂ，９０Ｃ
が形成されている。また、本体８２には、リテーナ保持部８４に連絡している複数の凹部
９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃが形成されている。
【００５２】
　高さ関係について説明すると、本体８２の上面から一段下がったレベルにカバー載置面
８８が形成されており、そこから更に一段下がったレベルにリテーナ本体載置面８４Ａが
形成されている。各凹部９０Ａ，９０Ｂ，９０Ｃ，９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃの底面レベル
は、リテーナ本体載置面８４Ａよりも低い。なお、本体の８２のｘ方向の幅は例えば３～
４ｃｍの範囲内にあり、そのｙ方向の幅は例えば５～６ｃｍの範囲内にある。
【００５３】
　リテーナ本体載置面８４Ａには開口列９６が形成されている。開口列９６の中に、突き
上げピン列９８が上下運動可能に設けられている。開口列９６は、図示の例では、ｘ方向
に並んだ５つの開口により構成される。突き上げピン列９８は、図示の例では、ｘ方向に
並んだ８個の突き上げピン（動作単位で考えると４つの突き上げピンペア）により構成さ
れる。
【００５４】
　本体８２の上面にはロック板１０９が旋回自在に設けられている。本体８２の内部には
、４つの突き上げピンペアを個別的に動作させる取り出し支援機構１０８が設けられてい
る。それについては後に詳述する。また、本体８２には、２つのアーム２０２，２０４を
介してハンドル２００が取り付けられている。ハンドル２００は回転運動するものである
。ハンドル２００及びアーム２０２，２０４は、例えば、ステンレスにより構成される。
本体８２の前面にはボタン列１０６が設けられている。ボタン列１０６はｘ方向に並んだ
４つのボタンからなる。
【００５５】
　図１１には、試料チップ作業台の上面が示されている。開口列９６は、上記のように、
５つの開口９６Ａ，９６Ｂ，９６Ｃ，９６Ｄ，９６Ｅにより構成される。それらの内で、
開口９６Ｂ，９６Ｃ，９６Ｄは、ｘ方向に伸長した長孔であり、それぞれ２本の突き上げ
ピンを挿通させる通路として機能する。両端の２つの開口９６Ａ，９６Ｅは、それぞれ１
つの突き上げピンを挿通させる円形の孔である。
【００５６】
　突き上げピン列９８は、上記のように、４つの突き上げピンペアにより構成される。具
体的には、突き上げピン９８Ａ，９８Ｂが第１の突き上げピンペアを構成し、突き上げピ
ン１００Ａ，１００Ｂが第２の突き上げピンペアを構成し、突き上げピン１０２Ａ，１０
２Ｂが第３の突き上げピンペアを構成し、突き上げピン１０４Ａ，１０４Ｂが第４の突き
上げピンペアを構成している。このように４つの試料チップに対応して４つの突き上げピ
ンペアが設けられている。４つの突き上げピンペアは個別的に動作する。もっとも、後に
説明するように、ハンドルを用いてそれらを一括して動作させることも可能である。
【００５７】
　図１２には、試料チップ作業台の断面が示されている。取り出し支援機構１０８は、同
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一の構成を有する４つのユニットからなる。各ユニットは、操作部材、ブロック、及び、
突き上げピンペアにより構成される。図１２においては、特定のユニットを構成する、操
作部材１１０、ブロック１１２、及び、突き上げピンペア１００Ａ，１００Ｂが示されて
いる。
【００５８】
　操作部材１１０の一方端部はボタン１１０Ａとして機能する。その他方端部には斜面１
１０ａが形成されている。ブロック１１２は、本体に形成された空洞１１４内を上下運動
するものである。その下端部には斜面１１２ａが形成されている。斜面１１０ａと斜面１
１２ａとが接合している。ブロック１１２には一対の突き上げピン１００Ａ，１００Ｂが
固定されている。
【００５９】
　操作部材１１０には、ばねにより後退方向への力が与えられている。カバー１１６の一
方端がねじ１１８によって本体に固定され、その他方端がばね１２０によって本体に固定
されている。
【００６０】
　ボタン１１０Ａを操作し、それをｙ方向の奥側へ押し込むと、操作部材１１０が前進運
動し、２つの斜面１１０ａ，１１２ａの当たり関係によって、その前進運動力がブロック
１１２を上方へ運動させる力に変換される。ブロック１１２の上昇運動に伴い、それに固
定された一対の突き上げピン１００Ａ，１００Ｂが上昇運動し、チップ収容部内に収容さ
れている試料チップのフレームを下方から突き上げる。これにより、試料チップの姿勢が
水平姿勢から傾斜姿勢へ変化する。
【００６１】
　第２実施形態に係る試料チップ作業台には、上記のように、取り出し支援機構が４つの
ユニットにより構成されている。４つのユニットは４つのボタンを有しており、その中か
ら、作業対象となった試料チップに対応する特定のボタンが選択され、それが操作される
。これにより特定のボタンを含む特定のユニットが動作する。第２実施形態では、４つの
チップ収容部の並び方向に４つのユニットが並んでおり、また、その方向に４つのボタン
が並んでいる。この構成によれば、操作するボタンを誤りなく選択し得る。
【００６２】
　図１３には、試料チップ作業台に配置されるリテーナの構成例が示されている。図示さ
れたリテーナ１２２は、リテーナ本体１２４及びカバー１２６により構成される。リテー
ナ本体１２２は外枠１２８を有する。その内部は、４つの試料チップを収容し、またカバ
ー１２６を受け入れる空間１３２である。リテーナ本体１２２は突片１３０を有する。突
片１３０は、図示されていないリテーナ保持装置によって保持される部分である。カバー
１２６には開口部１３４が形成されている。それはｘ方向に連なった複数の開口及び複数
のスリットを有する。
【００６３】
　図１４には、リテーナ１２２の上面が示されている。図１５にはリテーナの断面が示さ
れている。図１６には、リテーナの下面が示されている。
【００６４】
　図１４において、リテーナ本体１２４は、ｘ方向に並ぶ４つのチップ収容部を有する。
個々のチップ収容部は凹部又は角溝であり、その中に試料チップが配置される。例えば、
４つのチップが４つのチップ収容部に収容された状態で、リテーナ本体１２４がカバー１
２６で覆われる。これにより、リテーナ本体１２４とカバー１２６との間に４つの試料チ
ップが挟み込まれる。そのような挟み込みを行えるように、カバーを構成する材料及びそ
の形態が定められている。
【００６５】
　カバー１２６は上記のように開口部１３４を有する。開口部１３４は、比較的に大きな
長方形を有する開口１３４Ａ，１３４Ｂ，１３４Ｃ，１３４Ｄを有する。また、開口部１
３４は、スリット状の開口１３４Ｅ，１３４Ｆ，１３４Ｇを有し、更に切れ込み状の開口
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１３４Ｈ，１３４Ｉを有する。より具体的には、開口１３４Ａ，１３４Ｂの間にそれらを
連絡する溝として開口１３４Ｅが設けられており、開口１３４Ｂ，１３４Ｃの間にそれら
を連絡する溝として開口１３４Ｆが設けられており、開口１３４Ｃ，１３４Ｄの間にそれ
らを連絡する溝として開口１３４Ｇが設けられている。開口１３４Ａの外側（図１４にお
いて左側）には開口１３４Ｈが連なっており、開口１３４Ｄの外側（図１４において右側
）には開口１３４Ｉが連なっている。
【００６６】
　開口１３４Ａ，１３４Ｂ，１３４Ｃ，１３４Ｄは、電子線及び光を通過させるものであ
る。開口部１３４それ全体がカバー１２６の中央に形成されたスリットとして機能する。
これにより、カバー１２６が板バネのように作用し、個々の試料チップを弾性的に抑え込
む。そのような作用が発揮されるように、カバーの自然状態での形態が定められている。
【００６７】
　リテーナ本体１２４は、長手壁１３５、１３６及び短手壁１３８，１４０を有し、それ
らによって外枠が構成されている。長手壁１３５にはカバー１２６を通す通路１４２が形
成されており、長手壁１３６にはカバー１２６の端部が差し込まれる通路１４４が形成さ
れている。リテーナ本体１２４の突片１３０は、それを保持する際に機能する位置決め孔
１３０Ａを有している。
【００６８】
　図１５には、４つの試料チップ１５０がリテーナ本体１２４内に収容され、それらがカ
バー１２６によって覆われている状態が示されている。リテーナ本体１２４の底面板１５
２とカバー１２６との間に４つの試料チップ１５０が挟み込まれている。なお、リテーナ
にセットする試料チップの個数は任意である。
【００６９】
　図１６には、リテーナ本体の底面板１５２が示されている。上記のように、底面板１５
２とカバー１２６との間に４つの試料チップ１５０が挟み込まれている。各試料チップ１
５０はメンブレン１５０ａを有する。
【００７０】
　底面板１５２には、開口列１６０、開口列１６２、及び、開口列１６４が形成されてい
る。開口列１６０は、ｘ方向に並んだ４つの開口１６０Ａ，１６０Ｂ，１６０Ｃ，１６０
Ｄにより構成される。個々の開口１６０Ａ，１６０Ｂ，１６０Ｃ，１６０Ｄは各試料チッ
プのメンブレンを露出させるものである。換言すれば、個々の開口１６０Ａ，１６０Ｂ，
１６０Ｃ，１６０Ｄは各試料を観察するための窓として機能する。それらは電子線及び光
を通過させる。
【００７１】
　開口列１６２は、ｘ方向に並んだ複数の開口１６２Ａ，１６２Ｂ，１６２Ｃ，１６２Ｄ
，１６２Ｅにより構成される。それらの内で、開口１６２Ｂ，１６２Ｃ，１６２Ｄは、ｘ
方向に伸長した長孔である。個々の開口１６２Ｂ，１６２Ｃ，１６２Ｄは、隣り合う２つ
の試料チップにおける２つの角部分を露出させるものである。同時に、開口１６２Ｂ，１
６２Ｃ，１６２Ｄは、それぞれ、隣り合う２つの突き上げピンを挿通させる通路として機
能する。長孔に代えて２つの円形の開口を設けてもよい。開口１６２Ａ，１６２Ｅは、円
形の開口であり、それらはそれぞれ１つの角部分を露出させるものである。開口１６２Ａ
，１６２Ｅは、それぞれ１つの突き上げピンを挿通させる通路として機能する。
【００７２】
　開口列１６４は、ｘ方向に並んだ複数の開口１６４Ａ，１６４Ｂ，１６４Ｃ，１６４Ｄ
，１６４Ｅにより構成される。開口列１６４は、開口列１６２と同一の形態を有し、その
説明を省略する。４つの試料チップの突き上げで機能するのは開口列１６２である。よっ
て、開口列１６４を除外してもよい。
【００７３】
　なお、図１６においては、カバー１２６の先端部分１５６が通路１４４に差し込まれて
いる状態、及び、カバー１２６の後端部分１５４が通路１４２に差し込まれている状態が
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示されている。
【００７４】
　次に、第２実施形態に係る試料チップ作業台の動作又は作用について、図１７～図２４
を用いて説明する。図１７～図２１にはリテーナ本体へ複数の試料チップをセットする過
程が示されており、図２２～図２４にはリテーナ本体から複数の試料チップを取り出す過
程が示されている。
【００７５】
　図１７に示すように、最初に、試料チップ作業台のリテーナ保持部８４内にリテーナ本
体１２４が配置される。続いて、図１８に示すように、ロック板１０９の旋回によりリテ
ーナ本体１２４をロックした状態が形成され、その状態において、４つのチップ収容部に
対して４つの試料チップ１５０が配置される。その後、図１９に示すように、本体８２に
形成されたカバー載置面８８上にカバー１２６が載置される。その上で、図２０に示すよ
うに、カバー１２６を水平にスライド運動させて、リテーナ本体１２４の上面へカバー１
２６を滑り込ませる。図２１には、リテーナ本体１２４がカバー１２６によって完全覆わ
れた状態が示されている。４つの試料チップは、リテーナ本体１２４とカバー１２６との
間に挟まれている。その後、ロック板を回転させ、リテーナが試料チップ作業台から取り
外される。それに先立って、又は、その後に、リテーナの突片がリテーナ保持装置によっ
て保持される。
【００７６】
　図２２には、リテーナ本体１２４上のカバーをスライドさせてそのカバーを取り外した
状態が示されている。リテーナ本体１２４はリテーナ保持部８４によって保持されている
。また、ロック板１０９によってその浮上運動が規制されている。その状態で、複数の試
料チップの取り出しに先立って、ハンドルが操作される。具体的には、図２３に示されて
いるように、ハンドル２００を下側に押し込んで（符号１７０を参照）、４つのボタンが
同時に奥側に押し込まれる。これにより４つのユニットが同時に動作する。
【００７７】
　具体的には、各ユニットにおいて、操作部材１１０がｙ方向へ運動し、その水平運動が
垂直運動に転換される。ブロック１１２が上昇運動し、それに伴って一対の突き上げピン
１００Ａ，１００Ｂが上昇運動し、それらにより試料チップ１５０の姿勢が変更される。
【００７８】
　具体的には、図２４に示されているように、一対の突き上げピン１００Ａ，１００Ｂが
試料チップの手前側（図２４において左側）の２つの角部分を突き上げ、試料チップ１５
０姿勢をチップ収容部内で水平姿勢から傾斜姿勢へ変化させる。各突き上げピン１００Ａ
，１００Ｂの上端部１７２は丸みをもっている。傾斜姿勢を有する試料チップ１５０がピ
ンセット等の工具によって掴まれる。試料チップ１５０が指先で掴まれてもよい。実施形
態では、上記ハンドルの操作により、４つの試料チップの姿勢を同時に傾斜姿勢にするこ
とが可能である。
【００７９】
　上記実施形態では、４つの試料チップがリテーナに直線配列をもって搭載されており、
試料観察時に、リテーナをその中心軸回りにおいて回転させても、リテーナが他の構造物
に衝突し難いという利点が得られる。リテーナに対して５個以上のチップ収容部を設けて
もよく、あるいは、２個又は３個のチップ収容部を設けてもよい。リテーナが設置される
光学顕微鏡の概念には蛍光顕微鏡が含まれる。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　試料チップ作業台、１２　本体、１４　リテーナ保持部、１４Ａ　リテーナ載置
面、２８，３０　突き上げピン、３４　取り出し支援機構、５０　リテーナ、５６　チッ
プ収容部、６４　試料チップ、８０　試料チップ作業台、８２　本体、８４　リテーナ保
持部、８４Ａ　リテーナ本体載置面、８８　カバー載置面、９８　突き上げピン列、１０
８　取り出し支援機構、１２２　リテーナ、１２４　リテーナ本体、１２６　カバー、１
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】
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